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を治水のイメージキャラクターとして 
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堤防強化範囲 

首都圏氾濫区域堤防強化対策整備状況 

 利根川では、過去に堤防基盤からの漏水や堤防の斜面崩壊等が発生していま
す。また、利根川が決壊するとその被害が首都圏まで及び甚大な被害が想定さ
れることから堤防強化対策として堤防の拡幅を行っています。 

上段 

下段 

（下段・上段と２段階で盛土します。） 

堤防強化 

埼玉県加須市新川通地先 撮影：平成２４年７月 



※上図に記載しているほか、管内全域で定期的に堤防の除草工事等を実施し、維持管理を  
行っています。 

※緊急的に実施する工事については、上図に記載していません。 
※工事に伴い、一部通行止め等を行うことがあります。 

 その際はご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。 

菅生調節池 

稲戸井調節池 

田中調節池 

渡良瀬遊水池 

～安全で快適な利根川へ向けて、着実な河川整備を進めます～ 
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平成２４年度主要工事箇所図 

   当事務所では、首都圏氾濫区域堤防強化対策の他にも洪水や地震時に備えて必要な整備を実施しています。 
   表及び図中の工事は、平成２４年９月末現在の施工中と施工予定の工事を表しています。 
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番号 工事内容

① 　加須市と共同し、洪水時の避難地（水防拠点）整備を行います。

② 　局地的な集中豪雨等を監視するために、Ｘバンドレーダ雨量計設備を設置します。

危機管理・・・減災のための施設を整備しています。

番号 工事内容

①
　堤防強化対策として堤防の拡幅等を行います。
（堤防断面の拡幅、変位抑制地盤改良、県道・市道等の附帯施設の切り回し。）

② 　堤防強化対策の盛土材とするため、稲戸井調節池の掘削を行います。

③ 　堤防強化対策の盛土材とするため、渡良瀬遊水地の掘削を行います。

④ 　群馬県板倉地区において堤防断面の拡幅を行います。

堤防工事等・・・堤防の拡幅等を行い、より安全な堤防をつくります。

番号 工事内容

① 　出張所の古くなった非常用発電設備を更新します。

② 　大野川排水樋管の機能を維持するため、ゲート修繕及び開閉装置を更新します。

③ 　法師戸水門の機能を維持するため、ゲート修繕を行います。

④
　古くなった矢作樋管の改築を行います。
　（新樋管が完成したため、旧樋管の撤去を行います。）

⑤ 　古くなった河川監視カメラを更新します。

⑥ 　古くなった災害時用情報表示装置を更新します。

⑦ 　渡良瀬貯水池の取水機能を向上するために、分離堤のかさ上げを行います。

⑧ 　出張所の庁舎耐震補強と渡良瀬貯水池を管理するための操作盤などを更新します。

⑨
　貯水池機場の機能を維持するために水門ゲート設備の整備及び屋上防水等の修繕を
行います。

⑩ 　古くなった河川監視カメラを更新します。

⑪ 　浄化取水機場の機能を維持するため、ポンプ設備の修繕を行います。

⑫
　排水機場の改築に合わせ西前原排水樋管の改築を行います。
　（栃木県からの受託により実施。）

⑬ 　古くなった河川監視カメラを更新します。

⑭ 　藤岡樋管の機能を維持するため、開閉装置の更新します。

⑮ 　蓮花川排水機場の機能を維持するため、自家発電設備の更新します。

⑯ 　古くなった排水機場建屋の修繕を行います。

⑰ 　新堀川排水機場の機能を維持するため、排水ポンプのエンジンを更新します。

⑱ 　福川水門の機能を維持するため、開閉装置の整備を行います。

⑲ 　古くなった河川監視カメラを更新します。

機能維持・・・日々の点検を行い不具合箇所を直すことにより、いざという時に備えています。



誌面についての率直な意見・感想をお待ちしています。 

郵便・ＦＡＸ・ホームページ・メールにて下記までお願いします。 

   利根川上流河川事務所 

     〒３４９－１１９８ 埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号 

     ＴＥＬ ０４８０－５２－３９５２   ＦＡＸ ０４８０－５２－３９６４ 

     ＵＲＬ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/ 

     E-mail infotonejo@ktr.mlit.go.jp  

利根川に関する 

雨量・水位の情報はこちら 

   ■利根川上流河川事務所ＨＰ 

    http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/ 

   ■携帯サイト 

   http://k.tonejo.go.jp/ 

～堤防強化対策に伴う利根川河川敷への車両制限のお知らせ～ 

  首都圏氾濫区域堤防強化対策に伴い河川敷の道路を工事用車両が多数往来しますので河川
敷への車両の進入を一部制限させて頂いています。ご協力の程よろしくお願いします。 
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 ○制限区域（利根川右岸の昭和橋から新大利根橋までの間の河川敷） 

 ○上記区域内で常に車両が河川敷にアクセス可能な場所 

 
首都圏氾濫区域堤防強化対策に関する問い合わせ先 
 
○事業に関するお問い合わせ    ○車両制限に関するお問い合わせ 
   沿川整備課 0480-52-3914       川俣出張所     048-563-1992 
○用地買収に関するお問い合わせ       大利根出張所   0480-72-8360 
   用地第二課 0480-52-9855        目吹出張所     04-7122-3014 
○工事に関するお問い合わせ              守谷出張所     0297-48-2441 
   工務第一課  0480-52-3955 
         
                                
                                
                                


